
有期実習型訓練（ジョブ・カード制度）の
活用促進に向けた見直しについて



ジョブ・カード制度（平成20年4月創設）の概要

●「雇用型訓練」には企業に
対する助成金制度あり

●「委託型訓練」には受講生
への貸付制度あり
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（訓練のスキーム）
教育訓練機関で知識を習得

＋
企業実習で技能を向上

（訓練のタイプ）

① 雇用型訓練（有期実習型訓練）
→ 企業が訓練生を雇用して実施

（知識習得部分について、企業
内外の指導員が実施）

※ 企業に対して助成金を支給

② 委託型訓練
→ 専修学校等に委託して実施

（企業実習部分について、協力
企業に再委託して実施）

※ 受講生に対して訓練中の生活費を貸付

就職活動に活用

ジョブ・カード
の作成（２）

職務経歴、学習歴、
取得資格等を記載

キャリア・コンサル
タントによる就業希
望・訓練希望等の
確認

ジョブ・カード
の作成（１）

対象者：職業能力形成機会に恵まれない者（フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親等、新卒者など）

制度の概要：きめ細かなキャリア・コンサルティング、実践的な職業訓練、評価結果や職務経歴等のジョブ・カードへの取り
まとめを通じ、安定雇用への移行を支援



ジョブ・カードの内容と対象者

ジョブ・カードジョブ・カード

総括表総括表 学習歴

訓練歴

学習歴

訓練歴

免許

資格取得

免許

資格取得

キャリア
シート

キャリア
シート

『ジョブ・カード』は求職者のうち
交付を希望する者を対象（※）

5年で100万人を目標

『職業能力形成プログラム」
修了者数 5年で40万人を目標

（※）ジョブ・カードの交付方法・対象者については、導入後の実績等を踏まえ、必要な限定的暫定措置を講じることがあり得る。

ファイル全体を『ジョブ・カード』と総称。

ハローワーク等でのキャリア・コンサルティング時にキャリア・コンサルタン
トが確認・記載することにより、作成される。

職業能力形成プログラムの修了者に対しては、 『評価シート』 が交付さ

れる。

職務経歴職務経歴 評価シート評価シート



職業能力形成プログラムについて（改正前の制度）

日本版デュアルシステム

雇 用 型 訓 練

位 置 づ け

公共職業訓練の一類型。
教育訓練機関が主体となり、
フリーター等に実践的な職業
能力を付与することによる就
職支援。

若年者（特に新規学卒者）に
計画的な訓練を行うことにより、
現場の中核人材を育成。

フリーター等の職業能力形成機
会に恵まれない者に実践的な訓
練を行うことにより、訓練実施企
業又は他の企業における常用雇
用を目指す。

総訓練期間

正社員経験が少ない方

又は、概ね３５歳未満の若年者

新規学卒者を主とした１５歳以上
３５歳未満の若年者

正社員経験が少ない方

（学校卒業後２年以内の方を除く）
対 象 者

委 託 型 訓 練

実践型人材養成システム有期実習型訓練

・３ヶ月超６ヶ月以内（特別な場
合には１年）

・ＯＪＴは総訓練時間の２割以上
８割以下

・６ヶ月超２年以下

・ＯＪＴは総訓練時間の２割以
上８割以下 標準４ヶ月



有期実習型訓練の類型

○ フリーター等の職業能力形成機会に恵まれない者を、外部労働市場から新たに
一定期間雇い入れて訓練を実施する形態

○ 既に企業内でパート、アルバイト等といった在職非正規労働者として雇用されてい
る者を対象として、訓練を実施し、自社又は関連企業等における正社員化を促進す
る形態。

「キャリア・アップ型」

「基本型」



有期実習型訓練における課題と対応策

○ 「基本型」を中心に取り組んできたが、企業は、フリーター等のこれまで職
業能力形成機会に恵まれなかった方を新たに直接雇用することに躊躇。

○ 総訓練時間に占めるOff-JT割合の要件が厳しく、活用状況が低調。

○ Off-JTの実施に当たる講師やカリキュラム作成の要件が厳しく、社内での
円滑なOff-JTの実施が困難。

○ 「新規学卒後２年以内の者」（フリーター予備軍）は対象者から除外。

課題

対応策

○ 在職非正規労働者を対象とする「キャリア・アップ型」を本格的に推進。

○ 総訓練時間に占めるOff-JT割合の下限引き下げ（２割→１割）、助成措置

の要件緩和により活用を促進。

○ さらに、企業内でもOff-JTが柔軟に実施できるよう講師やカリキュラム作

成の要件を緩和。

○ フリーター予備軍にも対象を拡大（「新規学卒後６ヶ月以内の者」は除く）。



有期実習型訓練（ジョブ・カード制度）の活用促進に向けた省令改正について
（10月１日施行）

２．キャリア形成促進助成金の支給要件

基本型
（新たに雇い入れる

ケース）

キャリアアップ型
（パート等に訓練を
実施するケース）

改正前 改正後

訓練修了後の
継続雇用又は
雇用予約

なし

－

あり ２割～８割

２割～８割

総訓練時間に
占めるOff-JT
割合

訓練修了後の
継続雇用又は
雇用予約

総訓練時間に
占めるOff-JT
割合

２割～８割

なし

なし

あり

あり

１割～９割

支給の
可否

○

－

○

×

１割～９割

２割～８割

支給の
可否

○

○

○

○

１．総訓練時間に占めるべき企業実習の割合

（改正前）２割～８割 （改正後）１割～９割
※ キャリア形成促進助成金の支給対象（下記参照）とならないものも
含め、雇用・能力開発機構が、有期実習型訓練に係る基準（企業実
習の割合等）に適合するか審査の上、訓練実施計画を認定。



１．Off-JT実施に係る要件

事業主自らOFF-JTを実施する場合における「外部教育訓練機関によるカリキュラム作成支援」

や「専属要件」を廃止

有期実習型訓練（ジョブ・カード制度）の活用促進に向けた見直しについて
（省令改正以外の事項）

改正前 改正後

実習実施事業主が実施するもので、外部の教育訓練機関が
カリキュラム策定を支援し、専ら教育訓練に従事する専修学
校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらと
同等以上の能力を有する者により実施される職業訓練

実習実施事業主が実施するもので、専修学校専門課
程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらと同等
以上の能力を有する者により実施される職業訓練

２．訓練対象者

フリーター予備軍も対象に

改正前 改正後

正社員経験が少ない者（学卒２年以内の者を除く） 正社員経験が少ない者（学卒６ヶ月以内の者を除く）
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

（
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

第
十
七
条
の
七

（
略
）

第
十
七
条
の
七

（
略
）

２

第
百
二
十
五
条
第
二
項
の
訓
練
等
支
援
給
付
金
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る

２

第
百
二
十
五
条
第
二
項
の
訓
練
等
支
援
給
付
金
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
号
に
該
当
す

も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
号
に
該
当
す

る
事
業
主
に
対
し
て
、
第
二
号
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

る
事
業
主
に
対
し
て
、
第
二
号
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て

ロ

第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
つ
て

(1)
(ⅳ)

(1)
(ⅳ)

、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
新
た
に
雇

に
規
定
す
る
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
新
た

(1)

(2)

(1)

(2)

い
入
れ
た
被
保
険
者
等
又
は
対
象
短
時
間
等
労
働
者
に
有
期
実
習
型
訓

に
雇
い
入
れ
た
被
保
険
者
等
又
は
対
象
短
時
間
等
労
働
者
で
あ
つ
て
、

練
（
当
該
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
者
と
し
て
厚

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
当
該
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
る
こ
と

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
職
業
能
力

が
望
ま
し
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
に

形
成
促
進
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ

お
い
て
「
対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
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の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
実
習
の
時
間
数
の
有
期
実
習
型
訓
練
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
後
に
通
常
の

総
訓
練
時
間
数
に
占
め
る
割
合
が
二
割
以
上
八
割
以
下
で
あ
る
も
の
又

労
働
者
に
転
換
さ
れ
る
も
の
に
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
さ
せ
る

は
実
習
の
時
間
数
の
有
期
実
習
型
訓
練
の
総
訓
練
時
間
数
に
占
め
る
割

事
業
主
（
当
該
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
る
期
間
（
座
学
等
を
受

合
が
一
割
以
上
九
割
以
下
で
あ
る
も
の
（
有
期
実
習
型
訓
練
を
修
了
し

け
る
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
主
と
当
該
被
保
険
者
等
と
の
間
で
締

た
後
に
、
新
た
に
雇
い
入
れ
た
被
保
険
者
等
又
は
対
象
短
時
間
等
労
働

結
さ
れ
て
い
る
当
該
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て

者
が
、
通
常
の
労
働
者
に
転
換
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ
の

、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
に
つ
い

項
に
お
い
て
「
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
さ
せ
る

て
当
該
被
保
険
者
等
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支
払
わ

事
業
主
（
当
該
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
受
け
る
期
間
（
座
学
等
を
受

れ
る
通
常
の
賃
金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

け
る
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
主
と
当
該
被
保
険
者
等
と
の
間
で
締

結
さ
れ
て
い
る
当
該
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て

、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
当
該
被
保
険
者
等
に
対
し
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
場
合
に
支
払
わ

れ
る
通
常
の
賃
金
の
額
を
支
払
う
事
業
主
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

実
習
と
座
学
等
と
が
効
果
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

実
習
と
座
学
等
と
が
効
果
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

(ⅰ)

(ⅰ)

か
つ
、
実
習
と
座
学
等
と
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で

か
つ
、
実
習
と
座
学
等
と
が
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
六
箇
月
（
資
格

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
期
間
が
三
箇
月
を
超
え
六
箇
月
（

(ⅱ)

(ⅱ)

を
取
得
す
る
た
め
の
期
間
が
六
箇
月
を
超
え
る
な
ど
特
別
な
理
由
が

資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
期
間
が
六
箇
月
を
超
え
る
な
ど
特
別
な
理

あ
る
場
合
は
一
年
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

由
が
あ
る
場
合
は
一
年
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
の
総
訓
練
時
間
数
を
六
箇
月
当
た
り
の
時
間
数

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
総
訓
練
時
間
数
を
六
箇
月
当
た
り
の
時

(ⅲ)

(ⅲ)

に
換
算
し
た
時
間
数
が
四
百
二
十
五
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

間
数
に
換
算
し
た
時
間
数
が
四
百
二
十
五
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

実
習
の
時
間
数
の
有
期
実
習
型
訓
練
の
総
訓
練
時
間
数
に
占
め
る

実
習
の
時
間
数
の
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
総
訓
練
時
間
数
に
占

(ⅳ)

(ⅳ)
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割
合
が
一
割
以
上
九
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。

め
る
割
合
が
二
割
以
上
八
割
以
下
で
あ
る
こ
と
。

対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
に
対
し
て
、
訓
練
結
果
を
適
切
に
反

対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
に
対
し
て
、
訓
練
結
果
を
適
切
に
反

(ⅴ)

(ⅴ)

映
で
き
る
能
力
評
価
が
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

映
で
き
る
能
力
評
価
が
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
の
指
導
及
び
能
力
評
価
に
係
る
担
当
者
及
び
責

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
指
導
及
び
能
力
評
価
に
係
る
担
当
者
及

(ⅵ)

(ⅵ)

任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

び
責
任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

(ⅶ)
る
方
法
に
よ
り
能
力
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
を
修
了
し
た
対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
の
労

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
修
了
し
た
当
該
対
象
職
業
能
力
形
成
促

(ⅷ)

(ⅶ)

働
契
約
の
更
新
等
の
取
扱
い
及
び
当
該
取
扱
い
に
係
る
基
準
が
定
め

進
者
の
労
働
契
約
の
更
新
等
の
取
扱
い
及
び
当
該
取
扱
い
に
係
る
基

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
（
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
に
係
る
計

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
（
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施

(2)

(2)

画
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

に
係
る
計
画
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
事
業
所
ご
と
に
作
成
す
る
事
業
主

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
事
業
所
ご
と
に
作
成
す

で
あ
る
こ
と
。

る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容

(ⅰ)

(ⅰ)

有
期
実
習
型
訓
練
の
目
標

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
目
標

(ⅱ)

(ⅱ)

実
習
及
び
座
学
等
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
機
関

実
習
及
び
座
学
等
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
機
関

(ⅲ)

(ⅲ)

有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
期
間
及
び
総
訓
練
時
間
数

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
期
間
及
び
総
訓
練
時
間
数

(ⅳ)

(ⅳ)

有
期
実
習
型
訓
練
を
修
了
し
た
場
合
に
お
け
る
能
力
評
価
の
方
法

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
を
修
了
し
た
場
合
に
お
け
る
能
力
評
価
の

(ⅴ)

(ⅴ)
方
法

有
期
実
習
型
訓
練
の
指
導
及
び
能
力
評
価
の
体
制

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
指
導
及
び
能
力
評
価
の
体
制

(ⅵ)

(ⅵ)

有
期
実
習
型
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
期
間
中
に
お
け
る
労
働
条
件

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
が
実
施
さ
れ
る
期
間
中
に
お
け
る
労
働
条

(ⅶ)

(ⅶ)
件
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座
学
等
に
係
る
対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
の
費
用
負
担

座
学
等
に
係
る
対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
の
費
用
負
担

(ⅷ)

(ⅷ)

有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容
及
び
有
期
実
習
型
訓
練
が
実
施
さ
れ
る

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容
及
び
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
が
実

(ⅸ)

(ⅸ)

期
間
中
に
お
け
る
労
働
条
件
に
係
る
変
更
手
続

施
さ
れ
る
期
間
中
に
お
け
る
労
働
条
件
に
係
る
変
更
手
続

有
期
実
習
型
訓
練
の
内
容
に
係
る
対
象
職
業
能
力
形
成
促
進
者
へ

(ⅹ)
の
明
示
の
方
法

そ
の
他
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
事
項

そ
の
他
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
に
必
要
な
事
項

(xi)

(ⅹ)
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
等
に
、
厚

(3)
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
能
力
評
価
を
実
施
す
る
事
業
主
で

あ
る
こ
と
。

ハ

ロ
又
は
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ

ハ

ロ
又
は
第
百
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
イ

に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ

(3)

(3)

つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
又
は
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
（

年
間
職
業
能
力
開
発
計
画
又
は
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
実
施
計
画
に

(1)

(1)

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
の
実
施
に
係
る
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

基
づ
き
、
被
保
険
者
等
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
当
該
事
業
主
以

お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
等
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定

外
の
者
が
行
う
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け
さ
せ
る
事
業

め
る
当
該
事
業
主
以
外
の
者
が
行
う
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

主
で
あ
る
こ
と
。

を
受
け
さ
せ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
イ
か
ら

二

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
定
め
る
額

ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

前
号
ロ
に
該
当
す
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

ロ

前
号
ロ
に
該
当
す
る
事
業
主

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
自
ら
運
営
す
る
座
学
等
に

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
自
ら
運
営
す
る
座
学
等
に

(1)

(1)

限
る
。
）
の
運
営
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

限
る
。
）
の
運
営
に
要
し
た
経
費
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
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方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て

は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
額
を
超

は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
に
委
託
し

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
当
該
事
業
主
が
教
育
訓
練
施
設
に
委
託
し

(2)

(2)

て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
に
つ
い
て
厚

て
行
う
座
学
等
に
限
る
。
）
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
に
つ
い
て
厚

生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（
中
小

生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（
中
小

企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
が
厚
生
労
働

企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
が
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

大
臣
の
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

被
保
険
者
等
に
対
し
て
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。

被
保
険
者
等
に
対
し
て
対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
座
学
等
に
限
る
。

(3)

(3)

）
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
支
払
つ
た
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し

）
を
受
け
る
期
間
に
つ
い
て
支
払
つ
た
賃
金
の
額
に
相
当
す
る
額
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（

て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
三
分
の
一
（

中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
を
当
該

中
小
企
業
事
業
主
に
あ
つ
て
は
、
二
分
の
一
）
の
額
（
そ
の
額
を
当
該

算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
賃
金
の
支
払
に
係
る
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額

算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
賃
金
の
支
払
に
係
る
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額

が
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
を
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
お
け
る
所
定

が
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
を
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
お
け
る
所
定

労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
基
本
手
当
日
額
の

労
働
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
基
本
手
当
日
額
の

最
高
額
を
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し

最
高
額
を
当
該
事
業
主
の
事
業
所
に
お
け
る
所
定
労
働
時
間
数
で
除
し

て
得
た
額
に
当
該
賃
金
の
支
払
に
係
る
時
間
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

て
得
た
額
に
当
該
賃
金
の
支
払
に
係
る
時
間
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
実
習
に
限
る
。
）
が
実
施
さ
れ
る
期
間
に

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
（
実
習
に
限
る
。
）
が
実
施
さ
れ
る
期
間
に

(4)

(4)

応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額

応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額

が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
額
）

対
象
有
期
実
習
型
訓
練
に
係
る
能
力
評
価
の
実
施
に
応
じ
て
厚
生
労

前
号
ロ

の
能
力
評
価
の
実
施
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

(5)

(5)

(3)

働
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）
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３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）


